
4 日獣発第 336 号 

令和 5年 3月 27日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会   

会 長  藏  内  勇  夫  

（公印及び契印の押印は省略） 

 

 

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の 

一部を改正する省令の施行について 

 

 このことについて、令和５年３月 24日付け環自総発第 2303241号により環境省

自然環境局長から別紙のとおり通知がありました。 

 このたびの通知は、①動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正す

る省令（令和５年環境省令第２号）が、令和５年３月 24日公布され、令和５年６

月１日から施行されること、及び②本改正により、環境大臣又は動物の愛護及び管

理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）に規定される指定登録機関から、獣医

療法（平成４年法律第 46 号）に規定される診療施設の開設を届出した獣医師等に

対して、犬及び猫の登録に係る情報を提供することとなることについて会員に周知

されたいとするものです。つきましては、貴会会員に通知方よろしくお願いいたし

ます。 

 ６月１日以降の獣医師による法定登録情報の検索については、従来の AIPOの仕

組を用いて情報検索を可能とするよう整備を進める予定であり、具体的な操作方法

等の詳細につきましては決まり次第お知らせいたします。 

 なお、今般の省令改正では、動愛法第 36条第 12項に規定される負傷動物等への

対応に限定されており、平時における獣医師によるマイクロチップ情報検索は行え

ず、これまで同様、必要に応じ市町村の動物愛護関連部局又は犬と猫のマイクロチ

ップ情報登録お問い合わせ窓口（コールセンター：03-6480-5320）に照会いただく

必要があります。 

したがって、平時においても獣医師によるすべての検索が常時可能な本会の民

間登録（AIPO）への登録について引き続きご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

本件についてのお問合せ先：公益社団法人 日 本 獣 医 師 会 

    事業担当：桒野/中村   TEL 03-3475-1601 

 



 

 

  環自総発第 2303241 号 

 令 和 ５ 年 ３ 月 24 日  

 

 

公益社団法人 日本獣医師会 会長 殿 

 

環境省自然環境局長 

（公 印 省 略） 

 

 

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知） 

 

 

 日頃より動物愛護管理行政の推進につき、御理解及び御協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和５年環境省令

第２号）が本日公布され、令和５年６月１日から施行されますので、御了知下さい。 

 改正の内容等は別添のとおりであり、農林水産省や都道府県知事等に通知したところで

すが、本改正により、環境大臣又は動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第

105 号）に規定される指定登録機関から、獣医療法（平成４年法律第 46 号）に規定される

診療施設の開設を届出した獣医師等に対して、犬及び猫の登録に係る情報を提供すること

となります。 

つきましては、貴会におかれては、本改正の内容等について、御理解いただくとともに、

地方獣医師会等の関係団体等へ周知方よろしくお願い致します。 

 



 

 

 

環自総発第 2303241 号 

令 和 ５ 年 ３ 月 2 4 日 

 

農林水産省消費・安全局長 殿 

  
 

環境省自然環境局長 

（公 印 省 略） 

 

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知） 

 

 

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和５年環境省令第

２号）が本日公布され、令和５年６月１日から施行される。 

 改正の内容等については、別添のとおり都道府県知事等に通知したところであるが、本

改正により、貴省が所管する獣医療法（平成４年法律第 46 号）に規定される獣医師等に犬

及び猫の登録に係る情報を提供することとなるので、御承知いただきたい。 

 



                                                   環自総発第 2303241 号 

                           令 和 ５ 年 ３ 月 2 4 日 

 

    各都道府県知事 

  各指定都市の長  殿 

    各中核市の 長 

 

                                           環境省自然環境局長 

                        （公 印 省 略） 

 

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知） 

 

 

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和５年環境省令第

２号）が本日公布され、令和５年６月１日から施行される。改正の内容等は下記のとおり

であるので、御了知の上、その適切な施行に格段の御配慮をお願いする。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基

づく技術的な助言であることを申し添える。 

 

 



記 

 

第１．マイクロチップの取り外しの禁止（第 21 条の６関係） 

 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号。以下「法」という。）第

39 条の４において、「何人も、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあ

るときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときを除き、当該犬又は猫

に装着されているマイクロチップを取り外してはならない。」と規定されている。本改正

は、当該規定の趣旨を踏まえ、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあ

る等により、マイクロチップを取り外した場合であっても、当該事由の消滅後速やかに装

着することを規定するものである。 

 

第２．環境大臣による情報の提供（第 21 条の 11 関係） 

 本条第１項に係る改正は、環境大臣又は法第 39 条の 10 に規定される指定登録機関が都

道府県知事及び政令指定都市の長（以下「都道府県知事等」という。）に対して、法第 23

条第１項、法第 24 条第１項及び法第 24 条の２第１項に規定される都道府県知事等が行う

第一種動物取扱業への勧告、報告及び検査の事務の実施に必要な範囲内において、犬及び

猫の登録に係る情報を提供することを規定するものである。 

本条第３項に係る改正は、環境大臣又は指定登録機関が獣医療法（平成４年法律第 46

号）第３条に規定される診療施設の開設の届出をした獣医師、当該診療施設で診療の業務

を行う獣医師及び同法第５条第２項に規定する診療施設を管理する者に対して、法第 36

条第１項に規定される負傷動物等を発見した際の所有者への通報に必要な範囲内におい

て、犬及び猫の登録に係る情報を提供することを規定するものである。 

なお、本条第３項に係る改正については、個人情報の保護の観点から、診療業務に従事

する獣医師等に限定して情報を提供することとしており、当該獣医師の指示の下で診療の

補助の業務を行う愛玩動物看護師は、当該情報の提供を受けるものではない。 
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	（参考）動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令
	（通知：日本獣医師会）動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
	（別添：自治体）動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
	（別添：農林水産省）動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
	4-施行-　（動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について）

